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花莚産業における技術改良の意義

一明治期農村工業品の輸出促進要因の検討＊一

清川雪彦・牧野文夫

1．花心という商品

1．1花時産業の特異性と普遍性
　はなむしろ

　花莚という商品が，かつて明治期には，十大

輸出品の一角を占めていたという事実すら，今

日ではほとんど忘れ去られてしまっているとい

っても過言ではなかろう．したがって我々は，
　　　ご　ざ
この花真弓とも呼ばれた藺草の敷物なるものの

解説から始めねばならないのであるが，その前

に，そもそも一体何故それが今日ほとんど顧ら

れ，ることもなくなったのかを，ごく簡単に確認

しておく必要があろう．

　まず1つには，花莚の輸出が，きわめて短期

間に急激に増大した一方，その衰退もまた比較

的早くに迎えたことが指摘されよう．しかも花

莚の場合，国内需要はきわめて限られており

（とりわけ明治期に），専ら輸出向け商品として

生産されたがゆえ，輸出の停滞とともに，その

重要性に対する認識もまた，稀薄になっていっ

たものと思われる．

　更に2つには，花莚という財の性格上，その

原材料は農産物であるのに対し，製品は工業産

品として扱われ，しかもその生産形態は，ほと

んどが家内工業であったがゆえ，いずれの分野

の考察においても，周辺的性格の財と見なされ，

本格的考察の対象とはなりにくいという事情が

あったことも，否定できない．そのうえ，生活

水準の上昇とともに，花莚はカーペット（北米

市場）や昼（国内市場）などに代替されてゆく劣

等財的性格の最終消費財であったことが，更に

その意義を過渡的なものと見なされ，うる要因に

なっていたとも判断される．

　こうした事由から，花莚産業に関する先行研

究や統計資料は，その輸出の華々しさと比較す

る時，著しく限られているといえよう．それで

も戦前期には，同業組合の報告書や，花莚検査

所あるいは農商務省商務局や岡山県内務部など

の統計資料，さらには平井眞次郎や佐々木元一

などの斯業紹介など1），それなりの経済・統計

情報は存在していたといえる．

　他方戦後にあっては，磯崎龍子郎氏等の産業

考古学的視点からの研究や，神立春樹氏らの地

方史的観点からの位置づけ等がわずかに挙げら

れるだけで，極めて数少ない研究業績しか存在

していないといっても決して過言ではない2）．

　確かにこのように，ごく限られた先行業績し

か存在しないことの理由は，先に指摘した平削

産業の特異性にも，その一端が求められうるか

もしれない．しかし例えば劣等財界性格は，同

じ北米市場向け輸出品の緑茶にも明瞭に認めら

れ得たし，やはり十分な内需に基づかず専ら輸

出向けに開発された農村工業品の代表としては，

紅茶などが指摘されよう3）．

　更には，他の輸出志向的在来工業の場合同様，

輸出に際しては，しばしば粗製濫造現象が観察

されたほか，同業組合による製品検査や，博覧

会・共進会を通じた宣伝活動，あるいは領事報

告制度に基づく海外市場情報の入手等々，様々

な面で他の明治期輸出工業品とも，多くの共通

性を擁していたことが，他方で十分に強調され

なければならないのである．

　同こうした花莚産業の特殊性ならびに普遍性

を前提に，それでは一体いかなる要因が，ほと

んど新商品ともいえる花莚の異常なまでの輸出

急増を可能にしえたのかを問うことが，本稿の

主要な課題であるといってよい．その場合我々



花莚産業における技術改良の意義

は，急速な輸出競争力の確保を，（1）市場情報の

取得や商品の標準化あるいは品質検査など，広

義のマーケッティング関連の問題と，（2）生産

技術の改良や普及，とりわけ適正技術化の問題

など技術的側面の双方から検討したい．以下そ

の分析に入る前に，まず花莚なる商品の特質と

その生産方法を，簡単に確認しておこう．

1．2　花莚の誕生とその生産技術

　今図1に，花莚とその関連商品との異同が与

えられている．すなわち花莚とは，簡潔には模

様入りの真蕗（下酒藍），つまり藺草で製織し耳

組みをした彩色模様のある室内用敷物と解して

よい．ただ時には，花曇が輸出用長尺物（連

製：基本は幅1ヤード・長さ40ヤードを1本

（巻）とする）を意味するのに対し，花真産は国

内向け短尺物と解し，区別され’る場合もあるが，

本質的には両者の間に何ら差異はない4）．

　なお畳表・真冬・花莚を総称し，下形と呼ぶ

が，聲表にあっては，耳組みをせずわら床にか
　　へり
ぶせ縁をつけるのに対し，花莚の場合には，耳

組みをなしたうえ，染色藺の織り込みもしくは
なっせん

捺染による模様を有するのが，標準といえよう．
　　たていと
また経糸としては，畳表では麻糸が，花莚にあ

っては綿糸が，通常使われる5）．

　したがって，染色と耳組みの問題を別にすれ

ば，畳表と花莚の間には（中間の真藍はもとよ

り），機能・商品として著しい類似性が認めら

れるといってよい．事実，内外市場の需給状態

の相違を反映し，両者の間に顕著な価格差が存

在する時には，低価格品の生産から他方へのシ

図L野駒なる商品の生成

（鼎ド国難

　　　　　　／鵬唐輪あり）鷹綱島模様
［亟コ／（2）
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　　　　　　　　フトがしばしば見られたことも，我々は念頭に

　　　　　　　　おいておく必要があろう．

　　　　　　　　換言すれば，畳表織機と花莚織機は，その模

　　　　　　　　三三成のための経糸開口原理部分を除けば，技

　　　　　　　　術的にはほぼ同一であると考えてよい．藁莚織

　　　　　　　　機をも含め，一本一本の藺草や藁のように断続
　　　　　　　　　　　　よこいと
　　　　　　　　する素材を緯糸とする（したがって仔を用いな

　　　　　　　　い）織機を，総称して断片織機（Nipper　LoOln）

　　　　　　　　という，

　　　　　　　　　もとより明治初期におけるこうした断片織機

　　　　　　　　の技術水準は，決して高いものではなかった．

　　　　　　　　当時の代表的畳表織機は，竪型の坐機（地機）で

　　　　　　　　あり6），構造的にもまた原理的にも原始的な藁

　　　　　　　莚織機と大差なかったといってもよい．しかし

　　　　　　　　その後，花莚産業の発展とともに，断片織機全

　　　　　　　般の技術水準は，足踏化から更には動力化へと，

　　　　　　　長足の進歩を遂げる．これは断片織機に，聖明

　　　　　　　　の織機技術を折衷した一種の適正技術の開発・

　　　　　　　発展であったともいえ，アジア固有の技術とし

　　　　　　　　て，国際的にも高く評価されて然るべきである

　　　　　　　　と思われる．

　　　　　　　　今そのような発展の契機となった花莚の誕生

　　　　　　　　について，ごく簡単に確認しておこう．先に定

　　　　　　　義したような花莚の開発は，一般に岡山県都宇
　　　　　　　　　　　　　　いそざきみんき
　　　　　　　郡帯江新田村の磯崎眠亀により，明治11年頃

　　　　　　　　に行われたといわれる7｝．この開発に際して留

　　　　　　　意さるべき点は，まず1つに，セイロン産龍髪

　　　　　　　　（細藺）莚の見本に刺激を受け，その斬新さを模

　　　　　　　罪すべく開発に着手したということである．果

　　　　　　　たしてそれが，真に龍髪草であったか，椰子繊

　　　　　　　維によるものであったかは，今となっては知る

　　　　　　　　　　　　　すべもないが，いずれにせよ彩色

　　　　　　　　　　　　　豊かなかなり精巧なものであった

　　　　　　　　　　　　　ことだけは，その後の磯崎の製品

　　　　　　　　　　　　　を見ても，十分に推し測られるで

　　　　　　　錦莞莚　　　あろう．同時にそこには，この花

國証　　　　　　　　　（装飾性）莚の最終的市場がどこであったか

　　　　　　　　　　　　　も，すでに暗示されていたと思わ
　　　　　　　「器械織」花莚
　　　　　　　など（実用性）　れる．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　きんか
　　　　　　　　　　　　　　また2つには，彼の花莚は錦莞
　　　　　　　　　　　　　えん　　　　　　　　　　　　　莚と命名され8），早くも明治14年

　　　　　　　　　　　　　には第2回内国勧業博覧会で高い
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評価をうけ9），その華麗かつ精巧な花莚は，全

国的に広く知られるところとなったのである．

　3つには，やはり同14年，神戸の丸越（浜田）

組の手を経て，本邦初の花序対英輸出に成功し

たこともあり，15～16年頃には早くも，岡山県

を中心に各地で野卑莚の模造生産が試みられる

に到った．それ，ゆえ臥雲辰致のガラ紡機の苦い

先例もあり，特許制度のないその当時，錦莞莚

技術を保護すべく，その生産は岡山県令の理解

のもとに，岡山監獄署に移されたのであった．

そのことはまた逆に，翌々18年の「専売特許条

例」制定を促す働きもあったといわれる10）．

　最後に4つには，磯崎の錦莞莚製造技術には，

従来の真蕗製織技術とは一線を画する種々の画

期的改良が含まれていたことが，指摘され，ねば

なるまい．すなわち，藺草の弾性に配慮した
ていけいおさ

「梯形箴」の開発や，緻密な模様の織り込みを可

能にした「紋型挿入器」の発明，あるいはアル

カリ性染料を用いた千早法の工夫改良や，生産

性向上のための足踏化等々，それまでの真産・

畳表とは比べものにならないほど稠密な経糸を

擁し，複雑多彩な模様の入った品質・装飾性と

も高い花真筆を製織するうえで必要不可欠な技

術が，ことごとく開発されたのであった．その

意味で花園の誕生は，ほとんど新商品の開発で

あったといっても過言ではないのである．

　こうした新商品花形の誕生にあたっては，上

記のような磯崎の技術開発に依拠するところが

極めて大であったが，もとよりマクロ的には在

来の興産商品との連続性もまた，一部認められ

ないわけではなかった．とりわけ，後に海外市

場で競合することになる中国鶴野莚との関連で

ある．

　まず日本からの輸出に関しても，すでに徳川

末期ないし明治の初期には，中国製の「佳文席」

（模様の美しい莚の意）なるものが輸入され，そ

の模倣生産により，短尺物質莚が長々藍・花首

藍などの名称の下に，長崎より幾ばくか輸出さ

れていたともいわれる．それが福岡や広島で，在

来真蕗技術により行われていたことは知られて

いるが，同時に大分でもまた，中国の藺草と全く
　　　しちとうい
同じな七島藺（琉球藺ともいう）による花蕊の生

研　　究

産が，中国初寒莚を見本に，岡山よりも早くに

開始されていたといわれる．いずれにせよ，そ

れらがどの程度精巧なものであったかは知る由

もないが，花莚商品の開発に際し，南アジア製

花莚だけでなく，中国製の下肴もまた，大きな

影響力を持っていたことだけは確かであろデ1）．

　同様に岡山県において，装飾度の高い錦莞莚

とは別に，実用性の強い「綾莚」が，ほぼ同時

期に開発されるに及んでも，中国製の花莚が参

考にされたといわれる．

　明治16年以降，実質的に錦留年技術の模倣

は不可能になったといえるが，それを受けて，

岡山では新しい方向の花莚生産技術の開発が模

索された．すなわちその代表が，藤原町七らに

より追求された比較的量産可能な反復模様入り

の綾地織り花魁の製織であった．このいわゆる

綾莚の織成技法は，明治17～18年頃に完成さ

れたといわれ，その後直ちに綾莚合資会社の設

立や「引き搾り器」を中心とした特許の申請な

どにより12），花莚の量産体制が整えられたので

あった．続いて20年代に入ると，各地で類似

の花莚織機が陸続と開発。採用され，程なく実

用的花莚の量産が軌道に乗るのである．

2．花莚輸出とその制度的促進要因

2．1輸出の推移と劣等財としての限界・対応

　今図2に，明治の初期以降昭和初めに到るま

での新莚輸出の推移が与えられている．ここか

らも明らかなように，明治40年前後のピーク

を最後に，その後の輸出額は急速に低下を始め

る．この当時，日本の花莚輸出は90パーセン

ト以上がアメリカ（合衆国）向けであったがゆえ，

輸出総額の減少は，とりもなおさず対米輸出の

減少を意味していたといってよい．

　当時，アメリカ市場における花莚に対する需

要は，専らカーペットの代用品として，中流お

よび低所得層家庭用の敷物としてであった．あ

るいはまた別荘や南部での夏季用敷物としてで

あったともいわれる．つまり花莚は，その価格

低廉なことに加え，清潔なことと一見優美なる

ことにより，、その大きな需要を維持していたの

である．



千円（当年価格）

8，000

7，000

…1

5，000

4，000．

3，0001

　1
2，000

　11，000

　！

　　　　　　花莚産業における技術改良の意義

図2．花莚輸出額の推移
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資料出所）　『日本貿易直覧』（東洋経済新報社，昭和10年）．

　しかし土足社会でのその耐久性は乏しく，表

裏両面使用しても，高々2年程度で擦り切れた

といわれる．それに対し，毛織カーペットの場

合は，多少高価でも機能的にしてかつ10年以

上の耐久力を有していた．それゆえ所得水準の

上昇やカーペット産業の発展による相対価格の

低下などにより，花莚に対する需要は，必然的

に縮小せざるをえない運命にあったといえよう．

事実，20世紀に入るとともに，そうした傾向は

加速化され，大正2～3年頃には，大きく市場を

失わざるをえなかったのである．

　したがってこの頃より，二二の輸出は急速に，

イギリス経由で（1920年代後半以降は直接）ア

ジア・アフリカ諸国へ向かうところとなったの

である．それに伴い生産は，従来の対米輸出用

標準の連製（40ヤード物）から，途上国向きの単

三（短尺物）へと大幅に転換され．たのであった．

いずれにせよ，当面の我々の関心は，農村工業

品としての花莚の輸出競争力そのものに置かれ

ているがゆえ，こうした劣等財としての性格が

顕在化し，それに伴う構造転換や新しい適応化

事象以後の諸問題は，改めて論ずることとし，

さしあたりは明治期の花莚輸出問題に，考察の

対象を限定しよう．

　その場合，花莚の華々しい輸出増は，表1な

らびに図3からも窺われ，よう．明治10年代中

頃に輸出を開始した花莚は，たちまちにして明

治26年には，十大輸出品の第8位に登場する．

もとよりその輸出額は，生糸や絹織物，あるい

は製茶や石炭・銅などとは比ぶべくもないが，
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ほぼ一貫して明治41年頃まで主

要輸出品の10傑以内に留まり続

けたことは，驚異的という他はな

し、。

　とりわけ明治20年代と30年代

前半の輸出増加率は著しく，同じ

く明治の初期より海外市場競争力

を誇っていた農村工業品の樟脳や

漆器・陶磁器等々の輸出額を，た

ちまちにして凌駕してしまうので

ある（図3参照）．いま一体，この

競争力と生産増の源泉は，どこに

求められうるのかということこそ，本稿の検討

課題に他ならない．

　そのために我々はまず，在米市場にあって絶

えず日本製花莚と競合していた中国二丁莚の特

質を，簡単に確認しておこう．中国製花莚は，

日本からの輸出に先立つこと約40年以上前に，

すでに広東などから海外輸出されていたといわ

れる．この中国の二二には，藺草による二二だ

けでなく，蒲草による蒲席もまた，ある程度含

まれていたものと思われるが，その詳細は不明

である．ただ江蘇省の惟安や漸江省の寧波，広

東省の雷州半島などは，蒲薦の家内工業産地と

してよく知られている．

　なお藺去たる莞席の場合も，その藺草はいわ

ゆる三角藺（大分・熊本などの七島藺に同じ）で

あって，岡山や広島などの二二とは異なる．し

たがって大分産の場合同様，その花莚は丈夫な

代わりに，堅く模様の織込みや染色が，丸藺の

場合ほど容易ではない．その結果，中国産の花

莚は一般に，品質低く模様単純にして安価なる

特色を有していたといえよう13）．

　こうした中国製花莚は，主に広東省の二丁県

や珠江デルター帯で生産されていたが，他にも

江蘇省蘇州の太湖付近や，山江省寧波などの製

品がよく知られている．その過半は，工場生産

によるよりも農家の副業として家内生産され，
　　　　　　　たてばた
無地物の下級品は竪機により，また単純な模様

入り莞席は横機で製織されていたといわれる14）．

しかしその織機はいずれも，かなり粗悪なもの

であったと判断してよかろう．
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表1．花莚と十大輸出品

済　　研　　究

順位 明治26年 明治30年 明治35年　（金額：千円）（シェア：％） 明治41年

1 生糸 生糸 生糸　　　　　76，859　　　　29．8 生糸

2 絹織物 綿糸 絹織物　　　　27，840　　　　10．8 絹織物
3 製茶 絹織物 綿糸　　　　　17，270　　　　　6．7 銅

4 米 製茶 石炭　　　　　　10，262　　　　　4．0 綿糸

5 石炭 米 銅　　　　　　9，826　　　　3．8 石炭

6 銅 銅 製茶　　　　　　8，170　　　　32 製茶
7 マッチ マッチ マッチ　　　　　　6，772　　　　　2．6 マッチ
8 花齢 花莚 花莚　　　　　6，680　　　　2．6 綿織物
9 異見糸 麦畑真田 米　　　　　　　4，020　　　　1，6 花莚

10 陶磁器 屑糸 屑糸　　　　　　3，405　　　　　1．3 木材（挽材）

注）1）花月の順位は，明治25年12位，明治39－40年11位，明治42年11位，

　　　その間の他の年次はすべて10位以内に入っている．

　　2）　絹織物は羽二重と絹ハンカチの合計．

　　3）　綿織物は生金巾と生粗布の合計．

資料出所）　図2に同じ．

　　　　　　　　　図3．主要農村工業品の輸出動向
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　資料出所）　図2に同じ．

・明治20年頃より軌道に乗った日本の花莚輸

出は，当然アメリカ市場でこのような先発の中

国製意志と競合するところとなった．しかし花

莚の場合，その実用性に加え，装飾性もまた重

要視されたがゆえ，染色技術やデザインに優る

日本摘花莚は，ただちに中国四花莚を圧倒する

に到る．すなわち明治24～25年には，両者の

対米輸出額はほぼ拮抗し，30年代に入るととも

に日本製花莚は，6割から7割のマーケット・

シェアを占めるに到るのである．

　今このような日本製花莚の圧倒的輸出競争力

をみるとき，その源泉に関して従来指摘されて

きた視点として，次の2つが挙げられよう．す

　一花莚　一・一一　　ド缶1石蝕器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヘ

　一・・漆器　　　　　　　　　　　　　ハ
　一一一樟脳　　　　　　　　　　　　　　　　　ll
　一木蝋　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひ1

　一麦桿真田　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．＼、／、一’
　一・一・和洋紙　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　’r　　『　’、　　，

　　　　　　　　　　　　　　”1ノ・　、！
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，＼ノ11、V

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／ハ、111・’・、
　　　　　　　　　　　　　　　　　．能「グゾゾ

　　　　　　．〆ゐ翁く，△．＿
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　M35　　M40　　M45

なわちその1つは，低賃金

労働力利用説であり，他の

1つは，「国際的商品として

の要件」の重要性に着目す

るものである15）．

　まず前者に関しては，こ

れまでの中国製花王との競

争結果からも，日本製花莚

の価格競争力が，その低賃

金労働力に起因していたと

はおよそ考えにくい．それ

というのも，中国産と最も

直接的競争関係にさらされ，

た大分の豊後莚（七島藺花

甲）の動向に，それは象徴

されていたと思われるから

である．

　つまり中国奇骨莚の模倣

から出発した日本の花莚は，

当然市場の開拓に際しても，

最も中国製品に近い豊後莚

やその類似品への需要を起

点に，そこから拡大してい

こうとしたことは，想像す

るに難くない．したがって

初期の花莚輸出に占める豊

後莚の比重は，きわめて高

かったといえる．だが労働

費用低廉な中国製花営との

競争に押され，また他方で錦莞莚や綾莚のよう

な模様・染色とも豊かな上質花莚に対するごと

き新需要をも掘り起こせなかった豊後莚は16），

程なく衰退を重ね，畳表の生産に転換せざるを

えなかったのである．

　なお後者により提起された問題に関しては，

果たしてそれが20年代の輸出競争力の必要条

件であったか否かには，多くの疑義が残るもの

の，きわめて重要な側面を含むがゆえ，以下花

莚の場合に即して，もう少し広い観点より，す

なわち生産市場一般の制度・機構について，そ

の意義を確認しておこう．
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2．2　市場機構の整備と品質検査機関

　花町の輸出にあっては，他の農村工業品や雑

貨の場合同様，頻繁に粗製濫造問題が生じてい

たことは，よく知られている．そこには様々な

問題点が投影されてはいたものの，事態の本質

は市場情報の不足と流通ルートの不備にあった

ものと思われる．

　とりわけ花莚の場合，その生産は前年度の藺

草栽培量とも直結していたがゆえ，仲買人・問

屋の需要予測には何段階もの思惑が介在する余

地が，多々存在した．したがって一度予測が外

れたとき，その供給量の調整には累積効果が生

じ，非常に無理な生産や著しい買い叩きなどが

発生する傾向が顕著であった．それが結果的に，

粗製濫造現象になっていたといえよう．

　確かに日本の花莚輸出の場合，中国のそれに

比し，商業上のモラルの低さがしばしば指摘さ

れたがゆえ’7），そこには多少文化の問題も在っ

たかもしれない．例えば，見本と大きく違った

現品の納入や納期を守らないこと，あるいは注

文品を他へ転売すること等々は，社会倫理の問

題でもあったと思われ’る．しかしやはり最大の

市場撹乱要因は，粗製濫造問題であったといえ

よう．

　「粗製」は，品質検査や市場による評価によっ

て，ある程度容易に解決可能であったが，「濫

造」の是正問題は，中国などに比べ，専ら輸出

志向的で国内向け生産などのバッファーが小さ

かった日本の場合，より深刻であった．長期的

には，流通組織の効率化や簡素化を経て解決に

向かわねばならなかったが，短期的には，より

多くの正確な市場情報の獲得が，当面の課題で

あった．今こうした問題への対応を，市場制

度・組織の側面から簡単に確認しておこう．な

ぜならばそれはとりも直さず，輸出の促進要因

ともなりうるべきものであったからである．

市場情報の取得　一般に輸出港（花莚の場合，

神戸）の海外輸出商や売込み問屋からもたらさ

れる海外市場情報は，当然きわめて自己都合的

であり，且つまた限られていたがゆえ，それを

補足する目的で，早くから領事館による貿易報

告制度が，企図され，てきた．それがほぼ軌道に
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乗るのは，明治17年の「貿易報告規則」公布前

後の頃からであり18），花莚産業の場合も，見本

品の海外送付などをも含め，この制度に大きく

依拠していたといえよう．

　この領事報告制度による初期の三二関連の記

事としては，21年の『農商工公報』（第35号）に

早くも見られるが，その後20年代を通して，継

続的個別報告があったことは，前掲岡山県内務

部の『花莚彙纂』などからも窺われよう．しか

しその情報がより本格化するのは，明治30年

の高額関税賦課問題以後のことといえ，とりわ

け門門担当の海外実業練習生派遣後のことであ

ったといってよい19）6

　それらの一部は，農商務省のr重要輸出工産

品要覧』などにも再録されているが，各地の詳

しい市況や模様・色彩などの流行に関する情報

は，きわめて重要であったと思われる．なお粗

製濫造の弊害や改善すべき点の指摘なども，同

様に重要ではあったが，それらが有効性なり意

義を持つためには，こうした領事報告の受け皿

としての生産団体などが組織され，責任もって

それらを受けとめる必要があったといえよう．

　他方，製品の見本市機能としては，海外では

万国博覧会が，また国内では内国勧業博覧会や

共進会が，大きな役割を果たしていた．例えば，

二二の対米輸出が軌道に乗ってから初の万博た

る明治26年のシカゴでのコロンブス万国博は，

多大な宣伝効果を有したと考えられている．と

りわけ，中国の万国博に対する消極的姿勢とは

対照的に，日本の場合，常に多額の費用を投じ

積極的に参加したがゆえ，その宣伝効果もそれ

なりに大きく，コロンブス博ののち，日本学花

型は明らかにアメリカ中西部にも市場を拡大し

ていることが，領事報告等からも読みとられよ

う．同様なことは，37年のセントルイス万国博

に際しても在ったものと想定される．

　なおこうした万国博への出品は，それに先立

つ日本国内での共進会や品評会の開催とも連動

していたことが知られている20）．それゆえ万国

博は，単に海外での需要動向の把握や日本製品

の宣伝啓蒙活動の場だけでなく，同時に国内に

おける製品知識の普及や生産向上活動の1つの



210 経　　済

契機でもあったのである．

　もっともそうした共進会や品評会は，なにも

万国博のときだけに開かれていたのではなく，

早くから全国各地で年に計数百回におよんで開

催されていたのである．そしてそれら共進会・

品評会の経済効果は，一般に製品の斉一化の促

進や，審査・褒賞活動による品質の向上，ある

いは価格の平準化や新技術知識の普及伝播など，

実に広範多岐に渡ったのである．

　事実，すでにも指摘したごとく，新商品花押

の画期的性格やその製織法の斬新性などは，磯

崎の装飾性高い錦莞莚が第2回内国博で受賞す

ることにより，次第に全国的にも深く認識され’

るに到った．その後も20年代を通じ，度重な

る博覧会・共進会での表彰・受賞等に伴うデモ

ンストレーション効果もあり，程なく花莚の生

産は，岡山だけでなく，広島や福岡・大分，あ

るいは石川や香川など西日本一帯に広く拡がる

様相を呈した．

　そしてそれらを受け，30年代初めには各地で

の生産結果が，早くも共進会などを通じ，相互

に競われるに到っている．もっともその場合，

多くの出品花莚は，各府県で実際に輸出品とし

て生産されていたものの実用性・改善性を問う

ものが中心で，時には新しい花莚織機もまた出

品され，ていたことなどが知られる．

　今そうした共進会の代表たる関西聯合共進会

や九州聯合共進会などの花町審査報告に目を通

すとき21），当時の品質水準や抱えていた問題点

が，明瞭に浮かび上がってくる．それと同時に

そこには，こうした共進会や博覧会を通じ，製

品・技術の情報交換を行い，且つまた第三者的

評価や審査を通して，競争的に品質改善を図っ

ていった日本の農村工業の典型的競争力の源泉

を視ると言い換えてもよいのである．

品質検査制度の確立　先にも触れたごとく，輸

出が順調に伸展してゆくためには，商品の質が

市場で十分評価されうるような品質の安定性な

いし品質評価の透明性が保証されていることが，

必要条件といえよう．したがって市場取引の信

頼関係を損う粗製濫造のような現象は好ましく

なく，それを避ける自己規制策の1つは，厳格な

研　　究

製品検査を行うことである．だが検査が有効に

機能するには，自主的検査を実施しうるような

統制的組織が存在するか，もしくは強制的検査

機関の存在が，必要不可欠であるといってよい．

　この意味で日本の同業組合の存在は，きわめ

て重要な意義を有していたと判断され’る．そも

そも同業組合は一般に，生産の効率化や輸出の

増進を図るべく，地域毎に半強制的に結成され

た生産者・販売者を中心とする同業者の連絡統

制組織で，通常（1）市場情報の獲得や交換・流

布，あるいは（2）粗製濫造の防止や取り締まり

（3）新技術の導入普及や技術改良の促進などを，

その目的としていた．

　先の領事報告関連の情報入手や博覧会・共進

会への参加もすべて，この同業組合の第1の機

能として，組合をチャネル・ルートに実現され

たものである．また新技術の導入や技術の改良

に関しても，後述するように，同業組合はやはり

大きな役割を果たしたといってよい．ただ第2

の機能に関しては，輸出増進という目的もあり，

「濫造」の取り締まりには，必ずしも成功しなか

ったといえよう．しかしながら「粗製」につい

ては，各組合とも問題の深刻さを認識し，ほと

んどの組合が，自主検査を実施するに到ったの

である．もっともそうした動きが実現するのは，

明治30年の重要輸出品同業組合法ならびにそ

の強化・一般化たる重要物産同業組合法が成立

する33年頃以降のことであると考えてよい．

　例えば岡山県の場合でいえば，明治25年に

花暦業組合が，当時の畳表商組合より分離独立

し，いわゆる準則組合として結成される．そし

て31年には新法に則り，輸出品同業組合へ改

組されるとともに，翌32年より組合による自

主検査が開始されたのであった．

　また同年には，広島・兵庫（他に大阪・高知）

の同業組合とも計り，大日本花莚同業組合聯合

会が結成された一方，その指揮下で翌33年よ

り聯合会による中央検査が実施され’るに到った．

さらにこの方向は強力に押し進められ，38年よ

り官立検査所による国営検査として結実するの

である．

　しかしながら，こうした統一検査の実施には，
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全く紆余曲折がなかったわけでもない．すなわ

ち福岡や石川・大分の同業組合は，岡山県主導

の中央検査には難色を示し，聯合会への加盟を

保留したのであった（39年に加盟）．とりわけ

福岡の場合，比較的上質の「器械織」旧記の生

産を中心としていた岡山とは対照的に，低質の
　　　めせきおウ
捺染用目迫織の無地物（捺染は神戸にて）を量産

していたがゆえ，検査基準が下等花莚に不利に

なることを惧れたものと思われる．

　なお福岡県では，明治28年に，それ以前の三

二販売商中心の組合とは別に，生産者を中心と

した筑後花莚同業組合が設立され，32年に重要

輸出品同業組合法に基づく組合が，正式に発足

している．したがってそれとともに，製品検査

は一応直ちに開始されてはいるが，本格的な組

合検査が実施に移されるのは，神戸での聯合会

検査が開始された翌年の34年からのことであ

るといってよい22）．

　この様に地域によって，製品検査に対する取

り組み姿勢には多少の相違があるが，最終的に

は農商務省所轄の花莚検査所が設立せられ，明

治38年より短尺物の一部を除き，全輸出用富

豪の統一強制検査が実施されるに到るのである．

　今こうした官立の検査所が設置され，たのは，

他に明治28年の生糸検査所（横浜・神戸）を措

いてはなく，きわめて異例なことといわねばな

らない．恐らくこれには，当時五二会を組織し，

地方工芸品の輸出促進運動を唱導していた前田

正名の支援・協力によるところが，きわめて大

であったと思われるが23），いずれにせよ，この

より厳格な官営検査開始後，「粗製」品が次第に

減少し始めたことは，領事報告等からも窺われ

るのである．

　なお表2の製品検査不合格理由から，ある程

度当時の「粗製」内容を類推することが出来よ

う．すなわち量目の不足は，常に最大の難点で

あり，また初期の機械組みによる耳組みには，

まだ技術的な難点が存在していたこと，さらに

アジア・アフリカ向け単製二丁の生産比重が増

すにつれ，粗悪な原料藺草が混入し始めること

などが読みとられよう．かくして官立検査所に

よる統一強制検査は24），程なく定着し，輸出花
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莚の品質も安定化するが，その頃には，早くも

花莚輸出は減少化傾向を示し始めるのである．

　以上我々は，輸出促進機能を有する経済組織

や市場制度の整備ならびにその効果について，

ごく簡単に確認してきた．その結果判明したこ

とは，市場情報の獲得という点では，領事報告

制度や博覧会・共進会制度が有効に機能してい

たが，それは主に前者では32年，後者では30

年以降のことであるといってよい．また輸出増

進の前提となる品質検査については，同業組合

の自主検査や官営花莚検査所の中央統一検査が

大きな意義を有したが，それらも前者は32年，

後者は38年以後のことである．

　すなわちいずれも，明治30年代に入ってか

らのことであり，且つまた二二検査所の設置を

除けば，他の制度や活動はすべて，他の農村工

業にもほぼ共通のものである．したがってそれ

らは，他の農村工業品に比べ急激な輸出増を実

現した20年代ならびに30年代前半の輸出増を

説明する花莚産業固有の促進要因としては，や

や弱いといわざるをえないのである．そこで次

に，もう1つの側面たる技術改良の問題を検討

しよう．

3，花莚織機技術の改良と普及

3．1　「器械織」の確立と足踏莚織機の普及

　初めて磯崎によって開発された錦莞莚は，す

でにも言及したごとく，きわめて精巧な芸術性

豊かな装飾的敷物であった．したがって花莚生

産が，1つの輸出志向産業として広く成立する

には，少なくとも（1）商品の機能だけでなく価

格面をも含めた実用性を増すこと，ならびに

（2）量産可能な製織技術や意匠を開発すること

　　　　　表2．検査不合格原因別構成比

　　　　　　　　　　　　　　　（単位：％）

年 不合格率　　　　　　原因別構成比

量目地合原料耳組染色模様幅

明治38年

@　40年
@　43年
@　45年

6．4

W．8

P0．9

W．6

54．8　　26．8　　　3．7　　10．9　　　2．5　　0．4　　0．9

R1．1　　11．6　　　6．5　　32．3　　14．5　　2．3　　1．7

R0．6　　23．3　　　8．4　　31．6　　　4．8　　1．1　　0．7

R3．7　　20．0　　18．9　　22．1　　　3．1　　1．7　　0．3

資料出所）　明治38年：館山漸之進『平家音楽史　付録経世小

　　　策』（同氏，明治43年）247頁；他の年次は花莚検査所

　　　『花莚検査所年報』当該年版，
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が，是非とも必要であったといえる．

　確かに，錦莞莚にやや遅れ明治10年代後半

に開発された綾莚には，すでにそうした方向性

が早くも読みとられよう．すなわちそこには，

引き搾り器の導入だけでなく，敷物としての表

裏両面の利用化や単純な幾何模様による規格量

産化などが認められ’るが，そうした傾向は，莚

織機自体の改良をも含め，20年代から30年代

にかけ，大幅に押し進められる結果となったの

である．

　一般に花莚の品質は，その経糸本数の密度と

模様の精巧さ，ならびに色彩の鮮やかさなどに

よって測られるといってよい．その意味で標準

的三下莚は，通常経糸として30番手綿糸の7

本撚りを360本（幅1ヤード当たり．並製綾莚

では，20番手6本撚りを180本程度）擁し，虎

や龍など非対称性を含む総合模様に赤や青・黄

の極彩色を配した，簾とも紛う薄物の上等敷物

であった．しかもその模様部分は，図案に応じ
　　　　　　　　　　　　たけべ染色した藺草を，指もしくは竹経（綜）により1

本1本押し出す指押し法が採られたため25），そ

の製織には著しく時間を要し，通常40ヤード

物1本の製織に，15日．から30日をも費やした

といわれる．

　言い換えれば，こうした美術品に近い錦二手

は，その価格や藺草の耐久度も勘案するとき，

実用的量産敷物としては，必ずしも適切ではな

かったといえる．それゆえ明治20年頃以降は，

より実用度の高い製品が開発される一方，量産

化と生産性向上による費用削減が，求められた

のであった．つまり具体的には，2つの方向が

探求されたといえよう．すなわち1つは，花莚

織械の足踏化であり，他の1つは，模様の製織

に際し紋柄板の採用であった．

　花莚織機には，配下織機のように経糸が地面

と直交する竪機と，通常の布用織機のごとく地

面に平行な平年が存在したことは，よく知られ

ていよう．一般に横上の場合は，引き搾り器と

箴打ちを担当する織工（通常男工）に，藺草の挿
　　　　　　　　いさしこう
入と耳組みを行う藺挿工（通例女工）を加えた2

人一組の「二人機」であった．したがって通常

「一人機」の竪機（旧機では2人の場合もあり）

に比べ，色界の細かい指押し操作が出来るため，

煩雑な模様を擁する上等花甲の生産は，ほとん

どがこの横帆に依っていたといってよい．いま

岡山の場合でいえば，明治20年代は7～8割が，

この横機によって占められていたのである．

　しかし他方で20年代に入り，生産の拡大と

ともに競争は激化し，労務費の軽減化も含めた

生産性向上への動きが生じた．その1つが，下

機の足踏化であった．すでにその当時，布用織

機の分野では，足踏織機の実用化ならびに普及

は，かなり進展していたのである．すなわち布

用足踏織機は，比較的早くから博覧会などに出

品されることも多かったが，明治18年の三重

の松田式あたりを境に，急速に愛媛や岡山・広

島など，広範囲にわたって普及を開始している．

もとよりこうした動きが，花莚織機の改良にも

影響しなかったわけはない．

　足踏織機は，その踏木（2本以上）により開口
　　　　　　　　　　　　　　　　　さしたけ
や箴打ち，さらには将投（花野の場合は，指竹の

移動）などの動作を行うが，断片織機の場合も，

原理的には同じである．ただ花持織機にあって

は，藺挿しの都合上，踏木は中央でなく側面に

在ることが多い．また模様の製織を主眼とする

がゆえ，4本物や6本物も決して少なくなかっ

たことが，指摘されよう．

　こうした足踏式花町織機としては，明治24

年の浮織（真畔）用の高塚式（特許1256号）をは

じめ，27年の弥久末式（簡便型，2177号）や高取
　なかつぎ
式（中継平織用，2351号），あるいは29年の八

木式（簡便型，2815号）などが著名であるが，20

年代後半には，各種の足踏織機がほぼ出揃った

といってよかろう．いずれも岡山での発明にな

るが，弥久末式や高塚式等は，特許の登録の前

後に福岡へも伝播し，広く普及を開始している

のである．

　このような足踏化と並んで，20年代後半には

やはり，「器械織」と称する紋（柄）板もしくは紋

紙を利用した模様製織法が，確立したことも着

目されなければならない．この紋板技法とは，織

物幅1ヤード強の細長い板のうえに，跳ね上げ

たい経糸の箇所に三角錐の突起の木駒を貼りつ

け，図柄に応じ同様な細長の薄板を数珠繋ぎに
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し，緯藺の挿入とともに回転させながら，模様を

織り出す手法（オルゴールの原理に酷似）である．

　原理的には，ドビーの構想を（紋紙の場合は

ジャカードの原理を）簡略化したものと考えて

よい．なおこの三板（または紋紙）の利用は，す

でに明治10年代から行われ’ていたことが知ら

れるが，器械織として成立するのは，まさに下

機の足踏化が進展し，それと結合されることに

より，紋板本来の機能がより有効に活かされた
　　　　　きかいばた
いわゆる「器械機」の出現以降のことであると

解さるべきであろう．

　通常それ，は，明治28～29年頃のことともい

われるが，必ずしもその根拠ははっきりしな

い26）．例えば26年目コロンブス博には，円板

利用の西陣織なる両面花莚がすでに出品されて

いたから，20年代後半には徐々に進展していた

ものと思われる．いずれにせよ30年代の後半

には，岡山でいえば，8割以上が器械織の生産

で占められ，完全に二人織りの横機から一人織

り紋板使用の竪機に，転換を遂げていたことが

知られる27》．

　なお全国的にみるとき，器械機は，上等花莚

の比重が高かった岡山で最もよく普及したとい

えるが，足踏織機そのものは，広く全国的に利

用されたのであった．とりわけ福岡では，先に

触れた弥久末式や高塚式（含む簡易改良型）ある

いは八木式など，簡便型の足踏丁丁機を積極的

に採用し，下等目迫花莚が，明治20年代末頃よ

り大量に生産されたのであった．

　もとよりこうした急速な改良技術の普及伝播

の背後には，各地での同業組合の積極的関与が

あったことはいうまでもない．例えば多くの同

業組合では，岡山より花莚教師を招聰し，技術

指導だけでなく併せてそこの先進技術をも導

入・普及させたり，紋板技法の有効活用を図る

べく見本師（図案の）や見本場を設置するなど，

様々な普及改良の努力がなされていたのであ
る28》．

　もっともこうした順調な伝播の背後には，30

年のアメリカの四花莚関税賦課の問題もあった

ことは，否めない事実である．すなわちカーペ

ット生産の保護を目的とした上質花莚（1平方
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ヤード当たり10セント以上のもの）に対する高

額関税の賦課は29），当然日本の花莚生産を，中

下級品生産に向かわせると同時に，技術改良に

よる合理化への努力にも向かわせるところとな

ったのである．
　　　　　　　　　　　　　とびこみおり
　その結果，器械織と目下織・飛込織が30），日

本製花莚の三大輸出品となったのであるが，そ

れは同時に，器械機や足踏織機の急速な普及浸

透をも意味していたのである．いずれにせよ，

原理的には藁莚織機や畳表織機とほとんど異な

るところのない下下織機にあって，布用織機の

足踏装置や模様織り用の開口装置（ドビーやジ

ャカード）などの先進技術を積極的に取り込む

ことにより大きく生産性を改善し，そうした改

良折衷技術を急速に普及させえたことは，やは

り特筆に値するといわねばなるまい．

　なおこのような技術改良は，資本一労働比率

の上昇と低質一低価格製品の生産を意味してい

たが，それはアメリカ市場における中国製花莚

との競争結果からも知られ，るように，適切な技

術改良の方向であったといいうるものである．

そしてまさにこのような斬新な適正技術
（Appropriate　Technology）の開発こそが31），

明治20年代・30年代前半の花台の急速な輸出

成長を支えていた大きな要因の1つであったと

判断され’るのである．

3．2技術改良の意義に関する若干の数量的確

　　認

　最後に，以上のような個別事例に即した把握

を，もう少し全体的観点から，数量的にも簡単

に確認しておこう．いま図4に，花莚織機関連

の特許登録数の推移が与えられ’ている．ここか

らも明らかなように，特許発明活動は，年によ

り若干の落込みはあるものの，趨勢的には急速

な増加傾向を示していること，またとりわけ初

期には，岡山県での発明改良活動が決定的重要

性を担っていたこと（42年以降は情報なし）な

どが，指摘されうる．

　なおその発明活動の内容が，表3に簡略に要

約されているが，総数では緯糸の藺挿し関連の

ものが，最も多いことが知られよう．まず緯糸
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関係の改良に始まり，次に経糸の，そしてまた

緯糸関連へと力点は移動するが，この第2の緯

糸部分の改良は，力織機化の試みとも密接に関

連していたのであった．他方30年代には，耳

組装置関係の発明改良が活発化しているが，こ

れは先の花莚検査における耳組み不良による不

合格率の上昇とも，実は関連していたのである．

すなわち言い換えれば，当時の耳組装置はまだ

甚だ不十分にして，本格的機械組みが定着する

のは，大正期以降のこととなる．

　また付言しておけば，花莚織機の力織機化も，

やっと大正初め頃に実験段階より実用化段階へ

移りつつあったことが知られる．それゆえその

本格化は，大正末から昭和初期頃にしてようや

く端緒につくのである．すなわち布置織機など

に比べ，こうした遅い力織機化（昭和8年で

25．8％）は32），断片織機固有の難しさと，花莚の

場合，常に模様織りを原則としたことの2つに

起因していたものと思われる．

　次に発明特許活動と技術進歩の関連を，事例

的に確認しておこう．技術進歩率の計算に必要

な価格面の統計資料は，一般にきわめて入手困

難であるが，いま偶々福岡県の花莚産業の場合，

明治29年より13年間だけは，若干の代理変数

を用いることにより，一応計測可能となる．そ

こで総要素生産性の残差としての技術進歩率を

試算してみた．その結果が，いま図5に与えら

70
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特許登録数

一全国計

一一一 ｪ山県

図4．花莚織機関連の特許登録数推移

　　　　　ノ　　　　
，，一．／》　随，．

　　　　　　れている．

　　　　　　　なおここで投入財としては，莚織機と労働・

　　　　　　藺草・綿糸が想定され，それらのコストシェア

　　　　　　とフロー価格の変化率の内積より製品価格変化

　　　　　　率との差が計算され’ている（双対原理の下で価

　　　　　　三面から接近）．ただし資本財のストック価格

　　　　　　と労働のフロー価格には，代理変数が用いられ

　　　　　　ている33）．

　　　　　　　計算の結果，年率平均6．8％というかなり高

　　　　　　い技術進歩率が観測された．もとよりこうした

　　　　　　数値自体は，単に1つの象徴的意味をもつにす

　　　　　　ぎないものの，そこにはある程度実態もまた反

　　　　　　映していたといえよう．すなわち福岡の花畢生

　　　　　　産は，明治30年代，下級花国用の新鋭技術を

　　　　　　次々と取り入れ，著しい成長を示したことだけ

　　　　　　は，紛れもない事実だからである．

　　　　　　　したがって，全国への技術普及は著しく速か

　　　　　　つたとはいえ，花畑産業全体としての技術進歩

　　　　　　率は，ここまでは高くなかったものと思われる．

　　　　　　しかしこの点を割引いてもなお，縛帯産業のそ

　　　　　　れは，ほぼ同時期の製糸業や綿工業のそれ（1．0

　　　　　　～3．0％）に比べ，より高かったと想定すること

　　　　　　は，十分実感的にも納得しうるものであろう．

　　　　　　　すでに福岡の事例でも言及したように，今あ

　　　　　　る特定の技術の普及や導入は，その特許の登録

　　　　　　時点にそう遅れることなく開始され，花莚の場

　　　　　　合機械や器具の生産が比較的容易であったこと

　　　　　　　　　　　　　　　　　もあり，ほぼ2年後に

　　　　　　　　　　　　　　　　　は，はっきりと生産へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　の効果が読みとられう

　　　　　　　　　　　　　　　　　る状態にあったといえ

　　　　　　　　　　　　　　　　　よう．先の弥久図式や

　　　　　　　　　　　　　　　　　高塚式足踏織機のごと

　　　　　　　　　　　　　　　　　く，我々はこうしたい

　　　　　　　　　　　　　　　　　くつかの典型的事例を

　　　　　　　　　　　　　　　　　容易に挙げることが出

　　　　　　　　　　　　　　　　　来るのである．
　　’、、　　，へ

　”〉’、＾　　　　　　　　　　言い換えれば，もち
　　　　　ノ　ヘ　ノ　　　　　　　　　　

／ノ@　　ゾ㌧／　　　　　　　　うんすべての特許が実
O

　　M20　　　　M25　　　　M30　　　　M35　　　　M40　　　　M45
注）新分類の第46類HO～H3（旧分類第25類14～20）のうち，藁莚関係以外のものを採用．

資料出所）　特許局（編）　『明治18年7月～41年10月特許発明分類総目録』　（同，明治42年）
　　　　　　　　　　　　　　　（技報堂，昭和33年）．　　　　特許庁（編）　『特許分類総目録』

用化され効力をもった

わけではないが，総じ

て特許数はやはり生産
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表3．時期別・種類別特許登録件数　　（単位：件，％）

構成比
期　間 総計

経糸関連緯糸関連耳組関連

明治18一明治30年

ｾ治31一明治38年

ｾ治39一明治44年

ｾ治45一大正4年

66（6）

X9（12）

P41（24）

P39（35）

33．3　　65．2　　　1．5

S3．4　　　31．3　　　21．2

T1．1　　　30．5　　　9．2

Q＆8　　　60．4　　　4，3

累　計 445（14） 39．8　　　45．2　　　9．2

注）総計欄の（）内の数字は1年当たりの件数．

資料出所）　図4に同じ，

性の上昇に影響を与えていたと考えられる．例

えばいま図5でいえば，ある時点の特許数の増

減の方向と，その2年後の時点での技術進歩率

の増減の同方向性に関する符号検定を行うなら

ば，1％有意水準で明瞭に有意である．すなわ

ち趨勢的には，特許数は生産性上昇の1つの有

効な指標であると考えてよいのである．

　そのことは同時に，生産性上昇の結果，輸出

競争力が強化され，間接的に発明特許活動が，

輸出の増加とも関連していたことが含意されて

いたともいえるのである．そこで今その点を確

認すべく，輸出額を弾力性の形で2時点前の特

許数に回帰した．その結果はやはり予想された

ように，十分な信頼性をもって高い弾性値が観

測されたのである34）．

　つまりこうした一般的な結論は，先の我々の

問題に引きつけて解すれば，20年代から30年

代前半にかけて急速な輸出の増加が実現した背

後には，やはり活発な技術革新活動が存在して

いたことが，数量的にも斉合的に確認され，たと

いってよいのである．

　　　　　　　図5．技術進歩率と特許登録件数の推移

％

40

4．結論と残された課題
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　すでに論じてきたところがらも明らかとは思

われるが，終りにもう一度得られた結論を繰り

返しておこう．まず1つには，本稿の主題たる

明治20年代および30年代前半の花莚輸出の急

激な成長を支えた要因としては，何よりも技術

の改良・革新の重要性が，指摘されなければな

らない．

　もとより領事報告制度による海外市場情報の

取得や，取引の信頼関係や安定性に不可欠な品

質検査制度の確立なども決定的な重要性を有し

ていたことは，論を侯たない．しかしそれらが

最も有効に機能し始めるのは，むしろ30年代

中頃以降のことであり，わけても他産業に比し

急速な成長を開始する20年代前半以降の説明

要因としては，やはり技術面の改良を措いては

ないといえよう．

　2つには，そうした技術改良は，織機の改善

や染色法・模様の織成法や耳組み法等々，様々

な点の改良を含む技術革新活動であったといえ

るが，なかでも心機織機の足踏化と簡便な模様

織り出し技術たる紋板・紋紙法の採用は，きわ

めて重要であったと思われる．

　この両技術はともに，より進んだ布用製織技

術の足踏織機やドビー・ジャカードなどの原理

と接合され，いわゆる適正技術として開発され

たものであったといってよい．その意味で花莚

は，アジア特有の原料たる藺草と，それら諸国

のなかで相対的に進んだ製織技術が結合され競

争力を得た，きわめて日本独特の特異な商品で
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技術進歩率については本文の尾注33）参照．

　　OM41

もあったといえるのである．

　最後に3つには，こうした適正

技術の開発をはじめ，同業組合に

よる積極的な技術の導入・普及，

あるいは製品の自主検査やしばし

ば繰り返された粗製濫造までを含

め，種々の点で花色産業は，他の

農村工業とも多くの共通性をもつ

ものであったことである．したが

って，たとえ多少内需の少ない劣

等財的性格を有していたとはいえ，
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ここで得られた結論や含意は，他の農村工業に

も広く普遍化され，示唆を与えうるものであっ

たことが，銘記されてよいと思われる．

　しかしながら他方で，大きな資料的制約やそ

の特異な性格に起因し，分析され残した点も多

い．特に直接の競争相手であった中国の花莚産

業に関しては，ほとんど中国側の資料を発見出

来ず，その生産の実態は不明のままとなった．

今後日本の花莚産業をより良く理解するうえで

も，中国の花野産業に関する．分析は，必要不可

欠となろう．

　また断片織機のその後の国際的な発展過程に

関する情報や，岡山以外の地方における花鰹産

業発展の実態に関する分析は，きわめて不十分

といえ，今後機会を改め，より詳細な分析を試

みたいと考えている．

　　（一橋大学経済研究所・東京学芸大学教育学部）

　注

　＊　本稿の準備段階において，花莚織機の技術的性

格に関して，我々独自の解釈に様々な参考意見を述べ

られた磯崎龍子郎氏（錦莞莚技術保存の会）ならびに信

木和馬氏（岡山県早島町立歴史民俗資料館嘱託）に，謝

意を表したい．なお本研究は，科学研究費（05401020）

による成果の一部である．

　1）　公的機関による報告書ないし統計書は，その都

度言及することとし，個人による研究ないし調査を挙

げれば，佐々木元一『花莚の研究　附磯崎眠一遇』（文

正社　昭和8年）のほか，玉石混濡だが，当時の東京高

商学生が，学校へ提出した調査報告書がある．例えば，

河上哲太『岡山・広島地方研究旅行報告書　花莚業』

（手書き，明治38年），佐藤好文r神戸・三備・豊後地

方花錦取調報告』（手書き，明治39年），平井眞次郎

r日本花工業調査報告書　明治40年』（東京高等商業学

校印刷，明治41年），富永保r柳河地方花莚調査報告
書』（手書き，明治43年）など．

　2）　例えば磯崎龍子郎「花莚より見たる明治殖産興

業政策」『高梁川』（高梁川流域連盟）第23号（昭和44

年7月）や同「錦莞莚織機復原への軌跡」『高梁川』第

36号（昭和54年9月）ほか．また森田平三郎（編）r倉

敷雑記一資料と学習の記録3一』（丸善出版，昭和62

年）に，錦莚莞・磯崎眠亀に関する文献目録がある．

神立春樹『明治期輸出花三業の展開過程』（岡山大学産

業経営研究会・研究報告書第6集　昭和48年）など．

　3）紅茶の輸出努力に関しては，清川雪彦『日本の

経済発展と技術普及』（東洋経済新報社　平成7年）の

第7章およびその章末注の参考文献を参照されたい．

　4）例えば平井羊次郎前掲書では区別されている
が，花莚は連製だけでなく，単製（短尺物．主にアジア・

アフリカ向け）も輸出されたので，両者の区別は不要と

思われる．なお慣習的に，そこには無地物も含まれる．

　5）畳表でも，のちには綿糸表が生産されたが，原

則は麻糸．興産の場合には，綿糸・麻糸とも双方あり．

なお後述する七島藺の花甲では麻糸を基本とする．

　6）　詳しくは，広島県（編）『農事調査　第三報（藺・

麻・薄荷・黄菱之部）』（同県，明治37年）などを参照

のこと．

　7）　この点は，岡山県内務部（編）『花守彙纂』（同県，

明治30年）など当時の資料でもすでに認められており，

異論はないものと思われる．詳しくは，佐々木元一

前掲書や，臭亀の孫にあたる磯崎龍子未聞の一連の論

文などを参照のこと．
　　　　　　　　　　　　　　　　　かんえん
　8）i葬鮭中国語で藺草の意．正しくは莞莚と呼ぶべ

きも，花莚にかけ，カエンと読ませたものと思われる．

　9）三等有功賞を受賞．また第3回（23年）には二

等有功賞，第4回（28年）には名誉賞を受賞．内国博以

外の博覧会・共進会でも，数多くの受賞あり．明治30

年差緑綬褒章受賞，

　10）　磯崎の錦莞莚織機は，公知規定の適用により，

18年直ちに登録された（第23号，第24号）．なお大分

県にても，明治17年頃に監獄署で生産されたような

ので，技術の秘匿だけでなく，授産の意床も大きかっ

たのかもしれない．山岸儀三郎『花莚商況一斑及其改
良意見』（同人，明治28年）9頁．

　11）　山岸儀三郎　前掲書，17頁．福岡県花圃同業

組合（編）r福岡県花莚沿革誌』（同組合，明治42年），

171－72頁．平井眞次郎　前掲書，162－63頁など．

　12）　綾莚に関しては，20年に綾莚合資会社が設立

せられ，22年に藤原丈七らによる特許が登録（776号）

され，盛時には織機400台を有する4工場が稼働した

ともいわれるが，その重要性にも拘らず詳細は不明．

横機2人織りによる両面花莚と想定されるが，現物・

写真などは残存していない．

　13）　中国製花時については，岡山県内務部（編）前

掲書，27－45頁や，農商務省商工局（編）『重要輸出工産

品要覧　後編』（同省，明治41年）346－51頁および382－

99頁（『南清貿易調査復命書』の抄録）等を参照のこと．

　14）　中国側の標準的事典による．陳稼軒（主思）《実

用商業辞典》（商務印書館，民国24年）．丸藺の生産も

少量あったが，国内用花莚に用いられていた．また温

州や台州・寧波などでは，のちに日本の花莚織機技術

も一部導入されている．

　15）前者としては，神立春樹　前掲論文が（もっと

も同論文の貢献は別のところにあると判断される），

また後者としては，今津健治「輸出工産物の技術的課

題」（角山栄（編）r日本領事報告の研究』同文館　昭和

61年所収）が挙げられよう．今津氏の視点と我々の問

題意識はきわめて近いが，花莚に関する評価は必ずし

も一致しない．

　16）　その場合，とりわけ技術的改良が遅れたこと

は，山岸儀三郎　前掲書13，40頁や平井眞次郎　前掲

書154－57頁などからも窺われよう．

　17）　例えば山岸儀三郎　前掲書49頁や岡山県内務

部（編）前掲書41頁，福岡県花蕊同業組合（編）前掲書

198頁，前掲『重要輸出工産品要覧』325，390頁など

を参照のこと．
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　18）　明治23年に「領事報告規程」が公布され，制

度的にもより詳細な情報が，継続的に提供されるよう

になる．詳しくは角山栄（編）前掲書，とくに第2章。

第3章を参照のこと．

　19）例えばまず明治32年より3年半，広島県出身
の犬丸鉄太郎が在米実業練習生として，花莚関係の市

況を送っている．彼は派遣でなく，現地採用と思われ

る．広島県の前掲『農事調査』には，彼の報告・講演

が再録されている（244－62頁）．前出『南片貿易調査

復命書』（農商務省　明治40年）も彼の手になる．他に

練習生として，38年頃には大橋賢之輔，40年頃には山

田栄の名がみえる．

　20）共進会・品評会の機能等に関して，詳しくは

清川雪彦　前掲書第7章を参照されたい．

　21）例えば明治30年の第6回関西聯合共進会や，

同年の第9回九州聯合共進会など以降，ほぼ毎回花莚

の審査が行われている．また奥羽聯合共進会にも，花

莚の出品がみられる．

　22）　福岡県花莚同業組合（編）前掲書の組合費支出

実績より判断（108－16頁）．岡山県で．の検査等に関し

ては，岡山県重要物産同業組合聯合会（編）r岡山県重

要物産同業組合誌』（同会　昭和5年）21－45頁を，また

広島県の状況については，前掲『農事調査』41－116頁

を参照のこと．

　23）前田による支援の可能性については，磯崎龍

子郎　前掲論文「花莚より見たる明治殖産興業政策」

を参照のこと．なお五二会の5品とは，織物・紙製
品・漆器・陶磁器。金属製品を，また2品とは敷物・

雑貨を指し，これらの共進会・品評会（五品共進会’・

五二共進会など）が全国各地で頻繁に開かれた．

　24）　田面検査所の意義やその検査内容等について

は，平井眞次郎　前掲書202－12頁に簡潔にまとめら

れている．なおこの検査所による統一検査実施後，組

合の自主検査は，廃止に向かった地方もあれば，その

まま存続し予備検査として機能したところもある．

　25）　錦莞莚織機の特許明細図では，足踏（2本踏木）

式の竪機で紋板も使用していたかのように解されるが，

当時の実際の錦莞莚製織に関する記述では，横機によ

る2人織りで，下絵に従う純然たる指押しの織込み法

のようにも理解される．商業生産での実際の製織技術

に関しては，まだ不明の点も多い．片面の中継型込で

あった．復原織機では，4本踏木となっている．磯崎

龍子郎　前掲論文「錦出国織機復原への軌跡」など参

照のこと．

　26）「器械織」は，機械織と書かれることも多いが，

大正末期以降，力織機化の進展とともに，機械織が力

織機による製織を意味することもあり，ここでは『重

要輸出工産品要覧』に倣った表記とした．明治36年

の代表的商品辞典『内外商品学』（甲斐山留吉，石敢

堂・成美堂）には，すでに器械織の名称がみられるが，

30年の岡山県内務部　前掲書では，まだ西陣織などの

個別名称にとどまっている．器械織のメカニズムにつ

いては，平井眞次郎　前掲書（29年説，169頁）や広島

県の前掲『農事調査』が分かりやすい．

　27）　花莚織機の製造は比較的容易にして，その価

格は伝統的な2人織り横機で4円，紋板利用の足踏式
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竪機の場合に7～10円，簡易ジャカード装置のついた

ものでも14．5円見当であった（広島，36年頃前掲
『農事調査』）．岡山でも器械機が，11～20円といわれ

た（河上哲太　前掲論文）．

　　岡山や香川では，明治20年代たはかなり工場生

産も行われたが，関税賦課による低質品生産への移行

とコスト節減により，30年代にはほとんどが農家の家

内工業生産となる．この横機から足踏竪機への転換も，

これと軌を一にしていた．

　28）　各県の花莚教師招聴や伝習所の設置等につい

ては，福岡県花莚同業組合（編）前掲書をはじめ，前掲

『重要輸出工産品要覧』や農商務省商務局（編）『重要輸

出品要覧（上編）』（同省　明治43年）などを参照のこと．

また図案の見本師については，河上哲太　前掲論文が

分かりやすい．

　29）　下等花莚の場合は，1平方ヤードにつき3セン

トの従量税のみであったのに対し，上質花冠にあって

は，1平方ヤード7セントの従量税と25％の従価税が

課された．したがって1本あたりの生産原価を7円
70銭程度に抑える必要があった．

　30）　花莚商品の分類は，相互排反的になっていな

いため分かりにくい．目迫織とは，緯糸の経糸との交

叉法（目の作り方）による分類にして，緯糸が経1本毎

に交叉する織り方を指す．目積とも書き，昼表などの

経2本毎に交叉する諸目（双目）織と区別される．飛込

織とは，藺草の長さに伴う織り方の分類で，短藺のた

め左右両側から挿藺され，中央で継いだもの．その意

味で中継織に等しいが，髭部分の少ない下等品を指す．

1本の臨画のみで織ったものを，引通織といい，中継

織には藺草の上質部分のみを利用した上等品も多い．

　31）　適正技術とは，単に2つの技術の折衷だけで

なく，結果的に競争力を持つことを要件としている，

と我々は考えている．したがってその方向は，必ずし

もマクロの要素賦存比率に合致するとは限らず，ここ

のように競争相手の中国の花林技術との比較では，適

正なことも重要である．折衷後，市場競争に生き残れ

ないような中間技術は，適正技術とはみなしえない．

　32）　詳しくは萩原清彦「花莚織機現況」（『花畑検査

所年報　大正2年』所収）や同年報の昭和8年版，木村

算男「東邦電力久留米支店管内に於ける藺製品に就

て」『OHM』第24巻第2号（昭和12年）などを参照の

こと．また布用織機の力織機化率については，牧野文

夫『招かれたプロメテウスー近代日本の技術発展一』

（風行社　平成8年）第2章を参照されたい．

　33）　資本財の価格には，松材の価格を採用し，平均

貸付利率により，フロー化した．また賃金率には，女

子の農業年雇賃金を採用．いずれも福岡県に関するも

の。資料は前掲『福岡県花莚沿革誌』および『福岡県

統計書』（各年歴）によった．

　34）　10gEXPI＝11．405十〇．68710日目A　7…．2

　　　　　　　（50．77）　　（7．19）

　　　標準化係数：5．175　　R＊2＝0．707

　　　EXP亡：’年の輸出額　　PAハ．2諸一2年の
特許登録数（ともに3ヶ年移動平均値）．

　計測期間：明治24～45年．


